
個人情報ファイル簿

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

9 記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

11
訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続等

　　　法第60条第2項第１号
　　（電算処理ファイル）

令第21条第７項に該当するファイル
　　　　　有　　　　　　　無

―

12 個人情報ファイルの種別
 　法第60条第2項第２号
　　（マニュアル処理ファイ

ル）

相手方：公的機関（法務局、市町林務担当部局等）
手段　 ：提供依頼

含まない

市町村森林整備計画をたてる市町担当事務局

10

（名称）
三重県四日市農林事務所森林・林業室
三重県津農林水産事務所森林・林業室
三重県松阪農林事務所森林・林業室
三重県伊勢農林水産事務所森林・林業室
三重県伊賀農林事務所森林・林業室
三重県尾鷲農林水産事務所森林・林業室
三重県熊野農林事務所森林・林業室
三重県農林水産部森林・林業経営課

（所在地）
〒510－8511　四日市市新正4-21-5
〒514－8567　津市桜橋3-446-34
〒515－0011　松阪市高町138
〒516－8566　伊勢市勢田町628-2
〒518－8533　伊賀市四十九町2802
〒519－3695　尾鷲市坂場西町1-1
〒519－4393　熊野市井戸町371
〒514－8570　三重県津市広明町１３

森林所有者

森林簿ファイル

三重県知事

農林水産部森林・林業経営課

森林法に基づく地域森林計画をたてようとするとき、地況、林況、そ
の他必要な事項について調査を行い、その結果を整理のうえ、取り
まとめた森林簿を作成することとなっている。なお、森林簿について
は、森林法における市町村森林整備計画や森林経営計画の作成
等にも活用することとなっている。

1所在、2氏名、3住所、4林況、5地況



13
行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案を受け
る組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案を受ける組織の名称及び所
在地

17
作成された行政機関等匿名加工情報に
関する提案をすることができる期間

18 備考

―

―

―

（組織名称【所管市町】）
三重県四日市農林事務所森林・林業室【四日市市、桑名市、鈴鹿
市、亀山市、いなべ市、東員町、菰野町、朝日町、木曽岬町、川越
町】
三重県津農林水産事務所森林・林業室【津市】
三重県松阪農林事務所森林・林業室【松阪市、多気町、明和町、大
台町】
三重県伊勢農林水産事務所森林・林業室【伊勢市、鳥羽市、志摩
市、玉城町、南伊勢町、度会町、大紀町】
三重県伊賀農林事務所森林・林業室【伊賀市、名張市】
三重県尾鷲農林水産事務所森林・林業室【尾鷲市、紀北町】
三重県熊野農林事務所森林・林業室【熊野市、御浜町、紀宝町】

該当

（名称）三重県農林水産部森林・林業経営課
（所在地）　〒514-8570　三重県津市広明町１３


